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1．はじめに  

○ 医師臨床研修制度は、「臨床研修は、医師が、医師としての人格をか  

ん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき  

社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は  

疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身につけることので  

きるものであること。」を基本理念とし、平成16年4月から、診療に  

従事しようとするすべての医師に対し臨床研修が必修化された。  

○ 新医師臨床研修制度は、今年度で4年目を迎え、平成20年3月に  

は3期目の修了者が誕生することとなっており、新制度の導入に伴い、  

基本的な診療能力を身につける機会が増加したこと、臨床教育の重要  

性がこれまで以上に認識されたこと、研修医の身分と処遇が大幅に改  

善され研修に専念できるようになったことなどが評価されている。  

○ 一方、研修プログラムのあり方や臨床研修病院の指定基準など、研  

修制度自体に関する問題点とともに、新制度の実施を一つの契機とし  

て、医師偏在などの問題が顕在化した点や、将来の基礎医学志望者の  

減少などの懸念について、関係者から指摘されている。  

○ 以上の評価・指摘、また、医療制度改革関連法の成立・施行や文部  

科学省における医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議報  

告に基づく医学教育改革など、医療や医学教育を取り巻く環境の変化  

を踏まえ、臨床研修制度に関する厚生労働省令（平成14年12月11日施  

行）の「この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検   



討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」皇＿堅塩基  

に基づき、，平成18年12月から、医道審議会医師分科会医師臨床研修部  

会（以下、「部会」という。）において、新制度について所要の検討を開始  

した。   

○ 今回の検討においては、「国民の求める医師が育成されているか？」  

といった観点からの議論が行われた結果、臨床研修制度をより良いも  

のとするよう関係者が努力する必要があるとの結論に至った。  

○ を屋」 現時点では評価が困難  であり、引き続き検討を要する事項に   

三塁ヱ堤⊥今後とも㍗中長期的に制度の施行状況の検証を行う必要性  

を認識するとともに、 現時点において研修の質の向上を図る観点から、  

関係者からの課題の指摘に基づき、具体的な運用面でいくつかの改善点に  

ついて提言を行った。   

○ 部会においては、医師臨床研修制度に携わる様々な立場の方からのヒ  

アリング（16人）（別添）を踏まえ、制度の改善・充実方策について0  

0回にわたり検討を重ね、意見の集約を行ったものである。中には相反  

する意見もあったが、可能な限り挙げられた様々な意見を列挙し、その  

対応について中長期的な方向性も含め、一定の意見の取りまとめを行っ  

た。   

○ 厚生労働省をはじめとする関係者においては、部会の意見を踏まえ、  

今後、臨床研修制度がより良い医師の育成の礎となるよう、改善・充実  

に取り組むことを要望する。  

：i   



2．研修プログラムの改善   

（1）現状と課題  

○ 臨床研修制度における研修プログラムは、「臨床研修は、医師が、医  

師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及  

び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻  

繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの  

基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身につけることのできるもの  

であること。」の基本理念を具体化するため、以下のとおり基本的診療  

科をローテートする方式で実施されている。  

＜現在の研修プログラムについて＞  

① 内科、タ榊（麻酔科を含む。）、小児科、産婦人科、精神科及   

び地域保健一医慮については、瑚ぞ   

れの科目について少なくとも1月以上とすること。  

② 原則として、瑚（麻酔科を含む。）   

において研修すること。内科については、6月以上研修することが望ましい。   

（例えば、当初の12月を内科6月、外科及び救急部門で6月研修し、小児   

科、産婦人科、精神科、地域保健・医療を各3月研修することなども考えら   

れる）   

③ 地域保健・医療については、へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保   

健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・   

健診の実施施設等（臨床研修協力施設）のうち、適宜選択して研修すること。  

○ この制度の影響・効果として、臨床研修制度の必修化前（平成15年）  

と必修化後（平成17年）に行われた研修医の基本的技術の習得状況に  

関する調査において、概ね必修化前より向上しているとの報告がなされ  
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ていることや、医療現場において、「プライマリ・ケアヘの関心を高め  

る効果があった。」との指摘がなされるなど当初期待された効果があがっ  

ているものと考え通る。   

㊤山諌鵬草耳欄争ンスカ鮨れる詣  

で丁 

○ 複数の診療科を2年間爛でローテートするた＿坦謎紅ら、各科  

の一般的な知識や技術を短期間で多く経験することが可能となった反  

面、研修が細分化され、実際に習熟するまでには至らない知識や技術が  

多くなったとの指摘があった。そのため、他科へコンサル卜すべきか、  

どのような病態はどの科で診察・治療することが適切なのかといった判  

断を行うことや、各科の多数の指導医との交流が可能となった点はプラ  

スであるが、自身で最後まで診断・治療を行うことができる技術一知識  

を身に付けることは難しいとの実感があり、この場合は研修期間の2年  

間は短いとの印象があることが指摘されている。   

○ 将来の専門科を既に決定している研修医の二塾中には、 臨床研修制度  

鉛車でγ「原則y当初の12月は、内科、外科及び救急部門（麻酔科を  

含む。）において研修すること。」となっていることで、自身の直接的な  

興味と合わない研修が続くことから、鼎一臨床研修に対してモチベ  

ーションを保つことが困難であり、この場合は2年間の研修期間は長い  

との印象があることが指摘されている。をおユ遡基m遡  

は、本制度の基本理念に則り、蔓草盟旦巨亀庫遡腹壁旦ヒ茎峯戯憂診療塵  
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力を習得することの重要性を研修医に理解豊里Lモチベニ之旦ンを維持  

させることがあるべき姿であるとの指摘もある町   

9 「部の臨床研修病院や大学病院からは、一年目の研修分野が固定され  

ていることから、一時期にある診療科に研修医が集中してしまうなど、  

芝旦グラムの作成や指導体制の確保に苦慮しているとの指摘がある。  

○ 研修御の選択期間を設けること  

が可能であるた旦L書起「各臨床研修病院里「大学病院辿ヱかち、  

それぞれの得意分野を生かした特徴のあるプログラムを作成することが   

三豊1研修医が適切lこ選択することに出L脚引落となる÷と 

がより充実した研修に繋がるとの指摘があった。   

○ 医療に従事する上では、科学的視点からの医学的な理解が重要である  

にもかかわらず、基本的な診療能力の修得を重視した臨床研修によって、  

本質的な理解を伴わないマニュアル的な対応が増加したとの指摘があっ  

た。   

○ なお、現在、内科、外科及び救急部門（麻酔科を含む。）、小児科、産  

婦人科、精神科及び地域保健・医療については、必ず研修を行うことと  

され、救急部門追号麻酔科が含まれていることは、基本理念を踏まえた  

救急部坦での知識・技術の修得の重要性を正確に表現していないとの指  

摘もあった。   



（2）今後の対応   

○ 本制度に基づいたプログラムによる研修医の義盛喜成は、複数の診療  

科の多くの症例を経験することから、幅広い知識t技術を習得すること  

ができ、基本理念に掲げられた「一般的な診療において頻繁に関わる負  

傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力（態度一枝能・  

知識）を身につけることのできるものであること」との目的を概ね達成  

研修を修了した医師に  できているものと考えられる旦＿こ【とかちて－二男ユ   

対して中長期的t；ど堅塁うを影響二塾農塑あユた塑拉⊇吏ヱ題⊥腰  時点  

リゝ 引き挽き検証寸も必要かある このこと  で評価することは困難であ  

分野やその期間など基本舶研修プログラムの基本的な部分   か 
▼．，．  

考克美について蛙、現墜星拉ぁいヱ遽⊥遡崩型鼻翼を鮭絶す急呈」と度量  

当憂変更ヰるム阜ではなし上ものと考える。   

○ ‥丁、方上温厚研修囁院や大字病院におけるプロ・プラム作成や指主副本制の  

墜運上ーか七をがちて・－阜与から畠身の専一閂を決定しそ♭ゝる研修医に由羊  

娃て・・■一医療へ供㍗章ペニーシー苫与を保韓ヰる芸とが讐莫僅苓あ各と功指摘がな  

されている∴とも踏まえ、研修医のロー一千…トをより柔軟に行えるよう  

にするとの観点から、当初の12か月においても、内幸L－－・・輿科て一－－及・び救  

急部門・蕃酔利を含む一 以外の言引責必修科目・小児科、産婦人相、精神  

科及び地域保健一医療）の研修を、網走期間に限■つて可能とするよう変   

更することが、より実情に合っているものと考える。   

○ ただし、研修プログラムの作成を柔軟に行えることを可能とすること  
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に併せ、研修病院の研修実施状況や「研修医の修了認定方法について」  

定期的に把握しの評価する仕組みがより重要となる。   

○ 医療現場において、医療を科学的視点から捕らえることは、非常に重  

要であることは自明のことであり、ほとんどの臨床研修病院や大学病院  

施設においては、現在の臨床研修プライマサ ェ・与こ平においても、  種々の   

文帝を検索し考察するなど医学的に本質な理解を行った上で医療が行わ  

れているものと考えるが、その重要性を再認識する必要がある。   

○ 救急部門で修得すべき知識・技術と麻酔科で修得すべき知識■技術が  

異なることから、救急分野の研修を麻酔科のみで行っている施設につい  

ては、救急部門での研修が充実されることが望ましい。   

○・■ナき地等の医療について哩韓を深め、また、．医師不足地域におし、（勤  

務する医師の養成一確保に資する観点から、地域保健・医療の研修の中  

で、医師不足地域における病院での研修が積極的に行われることが望ま   



3．臨床研修の到達目標の改善   

（1）現状と課題  

○ 現在の到達目標は、行動目標と経験目標から構成されており、行動目  

標では、医療人として必要な基本姿勢一態度を、経験目標では、経験す  

べき診察法・検査・手技、経験すべき症状・病態・疾患、特定の医療現  

場の経験が示されている。（参考1）  

○ 到達目標は、臨床研修の中で研修すべき内容の骨子が示されているも  

のの、特に経験目標においては、経験する内容が決められているのみで  

あり、医療技術・知識についての質的な評価についての言及がなされて  

おらず、具体的な修了基準が明確でないとの指摘がある。  

○ 項削主星＿ユて苓難易度が異なると感じている研修医も存在することか  

ら、基本的な目標と「応用的な目標の区分など、現場でより利用しやす  

い目標となるようなエ夫も必要である。  

○ 現場では、研修医の立場からも、指導医の立場からも、レポート作成  

やレポートチェックなどの対応が煩雑となっている実情がある。  

○ 到達目標の内容については、全塵上＿．医療技術の向上をとて－一哉善に伴っ  

た変更が今後必要となること怯阜朝一羊・ある去とから、適時改正を行える  

ようにするべきである。  

（2）今後の対応   

○ 到達目標は経験すべき内容の項目を主としており、質的な評価につい  
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ては触れられていないが、研修医個々の医療技術の修得レベルについて   

の質的生評価は、医療現場で指導医が判断する以上の方法はないことは   

自明である。また、現在、「新医師臨床研修制度における指導ガイドライ  

ン」（以下、「指導ガイ  ドライン」という。）  が件成され国立保健医療科学  

院のホームページ上  に公開され、   埋次更新されているところであり、て  

－この中には、医療技術・知識の質的な評価を行うた  

めの整理がなされている。以上を踏まえ、研修医の医療技術・手技ユ知   

識の質的を評価は、指導ガイドラインを参考に、各臨床研修病院及び大   

学病院塑旦主において行うことが原則であることを明確に認識する必要  

がある。併せて、研修においては、  堕塵現場における退院時サマi」－な  

蝉屋角度から評価することが重要であり、  

研修修了に必要なレポート等の様式な  ど子孝三三主については、今後も、   

各臨床研修病院及び大学病院において実情に適し、できるだけ利用され  

やすいものを作成し、使用することが望ましい。   

○ 今後、医学の進歩に伴い、医学的知見や医療制度が変化することは不  

可避であることを踏まえ、臨床研修における到達目標についても、適時、  

必要な逸重変更が可能となるシステムを構築することが重要である。ま  

た、医学部における医学教育の改善・充実の状況に応じた変更について  

も適時対応する必要がある。更に、本制度を運用した経験を踏まえ、基  

本坦左事項と㌻応用坦を事項の分類など、より埋墜医療現場において運  

用しやすい形についての検討が引き続き行われることが望ましい。併せ  
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Lなお丁捨後作成される予 定の一指導ガイドラインについても同様の   

システムが構築される必要がある。  
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旦阜．臨床研修病院の体制等の充実   

［臨床研修病院の指定基準の改善］   

（1）現状と課題  

○ 現在の臨床研修制度においては、大学病院、単独型、管理型、協力型  

臨床研修病院及び埋修協力施設が連携し、臨床研修を行っている。（参考  

2）  

○ 臨床研修を行う病院⊥玉里剋院を除くLには一定の条件⊥夏至L塵屋  

基準という。）を付しており、指定基準に適合しているか否かを当部会で  

審査した上で、厚生労働大臣が指定している。  

① 現在の臨床研修指定病院の指定基準  

単独型臨床研修病院は、以下の要件を満たすこと。  

ア 原則として、内科、外科、小児科、産婦人科及び精神科の各診療科が  

標摸されており、プライマリ■ケアの基本的な診療能力を修得するのに  

必要な症例や指導体制を有していること。  

イ 研修プログラム及び研修医の管理、評価等を行う研修管理委員会を設  

け、プログラム責任者が配置されていること。  

り 臨床病理検討会（CPC）を適切に開催していること。  

エ 常勤の指導医が、原則として、内科、外科、小児科、産婦人科及び精  

神科の各診療科に配置されていること。  

オ 指導医は、原則として、7年以上の臨床経験を有する医師であって、  

プライマリ・ケアを中心とした指導を行う十分な能力を有しているこ  

と。  

力 臨床研修病院は、医療法標準の医師数を有していること。  

キ 臨床研修病院群においては、管理型臨床研修病院、協力型臨床研修病  

院及び臨床研修協力施設の連携により単独型臨床研修病院の基準を満  

たすとともに、相互に機能的な連携が図られていること。  

ク 受け入れる研修医の数は、原則として、病床数を10で除した数又は  

年間入院患者を100で除した数を超えないこと。また、原則として、  

研修プログラム毎に複数の研修医を受け入れられる体制であること。   

② 経過措置  

ア 受け入れる研修医の数については、おおむね、病床数を8で除した数を  

超えない範囲とすること。  

イ 医療法標準の医師数を有しているという規定を適用しないこと。  
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ウ 指導医の臨床経験については5年以上とすること。  

エ 上記の取扱いについては、当分の間適用すること。  

現在、数的には十分な募集定員数が  墜凰 
【＿  
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成‘19年度で約11，300名）されており、研修医の募集定員数が過  
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剰ではな  

たって、臨床研修病院の指定基準を見直すべきとの指摘  旦土旦幽三  

か鼻息史  

（2）今後の対応   

○ 臨床研修の質の維持t向上のために、臨床研修病院の指定基準を、適  

時、見直していく必要がある。艶左埴土現在1埋壁協力堕畳も座せ仏葺孝  

痘すさ、－てととされしし、る！一必要な診療科しテ）幅保、故意医療（乃提供、臨床  

垣埋壊討会開催＿iなとにつし、ては、臨床研修病院に限定することも考え  

地る生また、拠指導に呈たっヱは、医学的知識・技術と併せ、  

教育方法についても習熟していることが望ましいとの観点から、一定の  

経過措置を設けた上で、原則として、指導医講習会を受講したことを指  

導医の要件とすべきと考える。   

○ 経過措置については、著しく医師の確保が困難な地域を除き、原則と  

して平成21年3月をもって廃止する方向で検討すべきと考える。  

1：〕   



［臨床研修病院の評価］   

（1）現状と課題  

○ 臨床研修病院の指定に当たっては、指定基準を設け、当該基準に基づ  

く審査を事前に行うことにより、臨床研修の質の確保が図られていると  

ころである。臨床研修の実施状況については、現時点では、その指定基  

準において、「将来、財団法人日本医療機能評価機構による第三者評価  

を受け、その結果を公表することを目指すこと。」とされている。  

○ 平成18年度「臨床研修に関する調査」報告によると、臨床研修体制に  

係る評価として、「第三者による評価」が必要と回答した病院が約53％、  

「自主評価」が約53％、「臨床研修病院間の相互評価」が約30％と  

なっている。一方、自主評価を実施している病院は約24％、それ以外  

の評価を実施している病院は約9％程度となっている。  

○ 病院内での自己評価については積極的に進められるべきであり、第三  

者による外部評価についても、将来的に進められ、より質の高い研修に  

繋げることが重要である立と㌃また、今後の評価を検討するにあたって  

は、利用者の理解、協力、評価が得られているのかどうかについての評  

価を行う必要があることが指摘されている。  

（2）今後の対応   

○ 臨床研修の質の向上を図るため、臨床研修病院や大学病院嬰研修体制  

について評価し公表することは、極めて有効な手法と考えられることか  

14   



ら、評価のあり方や、特に第三者評価の基準や方法、実施体制の確保に   

ついて、検討を進めるべきである。  

［指導体制の充実］   

（1）現状と課題   

○ チーム主治医制の導入、指導医の病院内での位置づけの明確化、．ゝ！わ  

但る屋根瓦方式の教育体制L＿墾埋草垂J主簸る瞳曳佐剋など、指導医に過  

度に負担がかからないようなシステムを土【それぞれの臨床研修病院及び  

大学病院において考える必要がある。   

○ 酬l引塞か基本的な技両告恰肯づ－＼き仁‾もか小わらす、時ヰ医かより専  

門性む轟い別試 技1ホiを享封貴二卜、・さ〔√も缶と号云し∴、もり・スや、研修  

医が急性期症例に関する知識い技術を習得すべきにもかかわらず、慢性  

症思や多い病棟しの研修か中心tチニ7J⊃（い七け－・・：ししと、研修医が修得  

をづ呈したい知識・技術がうまく修得できない状況が遜▼壷と旦担通を踏  

まえ、具体的な方策を検討すべきである。   

l例  

旦嶋研修」医が基本捜鯨を昔得手る喜一き－を望ん苓もゝるにも卦一か搬一一提導  

L知儲已を磯握手A阜モあると孝一えそい－るケ   1責は才り  

禁＝ニス。   

ェ彿修屡イま急性期症例に閻革る騒1呈－一勝を筈一得し－たtゝにもかかわちずて  

慢性期疾患葛一多↓1病根研修答鼻研修が中海に靂一っモーいるケ霊泉す 
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（2）今後の対応   

○ 指導医に過度の負担がかからず効果的な指導が行えるないような体制  

（いわゆる屋根瓦方式、チーム主治医制など）については、一部の先進  

的な臨床研修病院で取り入れられているが、全国の病院で導入されてい   

るとは言い難い。そこで、まず、具体的にどのような取り組みを行うべ   

きなのかについて、理想的なモデルが集約一提示が養－され、全国的に周   

知される必要があり、併せて、それぞれの各臨床研修病院及び大学病院  

においても、その体制を検討することが必要である。  

［医師の地域偏在と研修医の募集定員］   

（1）現状と課題   

○ 旧制度において約「7対3」であった大学附属病院と臨床研修病院の  

研修医数割合が、新制度第4期生で「45．3対54．7」となっており、臨床  

研修病院を選択する研修医が多くなっている。  

合一全国的に見て、実際の研修医数に  

剰－（例えば、ヰ8年度のマッ チング参加者数紆8 ，5〔）〇名に対し 、研   

募集定員数は約＝，3（〕〇名）となっていることは、 研修体制   

－ ぐ「研修医の都市部への集   

中を招く懸念が指摘されてお耳て本年5月に政府 ・与党でとりまとめら  

言主 ＋ー岩一店R垂フヒ合オ、R色   紘一「緊急医師確保対策に二∋↓   

定員の是正が求められている㌻  
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 帰学状況調査によると、 臣恵床研修制度イま（1）大学所属医師の減少、（2）  

中国、四国など地方における医牌帰学者の減少な   埠長⊥＿北海道、東北、  

どを招き、，（1）地域間格差の増大、（2）診療科問の格差の増大、（3）一部地  

域や、へき地医療を維持することが困難との指摘がある。   

○ 一方、臨床研修制度が始まったことで、地域にあ止るよる医師養成の  

かかわりが重要視されるようになり、地域でいろいろな連携を組みなが  

ら医師養成にかかわる必要があるという認識ができたとの指摘もある。  

に比し研修医の募集定員数が著しく過  0 全国的に見て、実際の研修医数   

剰（例えば、18年度のマッチング参加者数約8ン 600名に対し、研 二上 ‾「，＿ ■ ■’ ‾   ■     ’一－・             ■ ，                                                         ‾    ‾‘‾‾          一▼「                         ‾  

怪医中等集定員敦は約113しj（）名・とな・バいもことは、研修体制  

の貰を維持する上で好ましくないだけではなく、研修医の都市部への集    －  r ▼ 1■ ■ ‾ ■ 二二  ＿ ▼                                                                           ，‾－      ▲■Ⅵ            】  

中を招く懸念が指摘されており、本年5月に政府冨与党でとりまとめら   ■    ‾ ‾ ‾ ‾       ■   ‾‾＝      ▼ ‾  ▼ ‾ ‾                                                                          ‾  

れた「緊急医師確保対策について」でも大学痺埋を名立堕産軍歴壊堤些  

定員の是正が求められている。  

（2）今後の対応   

○ 現在、医学部卒業生数に対し過剰ではないかと指摘されている研修医  

の募集定員数について、研修体制の質を確保∴旦土する観点から、瞳昼  

研修病院の指定基準の見直しなどを行上しその総数について調整すべき  
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である。なお、調整に当たっては、研修医の地域毎のバランスが図られ  

るよう配慮する必要がある。   

○ 具体的には、研修医の募集定員数及び採用実績が「当該都道府県塾些  

聖人口に比し著しく多く、かつ、人口10万対医師数が全国値を上回る  

などの地域におけるの臨床研修病院や大学病院に対し、車る募集定員減  

の要請や募集定員の増員の留保、あるいは当該地域の臨床研修病院の新  

規指定  を留保するなどの方法が考えられる。また、例  

えば、複数年にわたって研修医の受入がない場合な  とL既に指定さ＿塑ヱ  

いる臨床研修病院の取り扱いにつし＼て   も、 
．＿＿  

なお、個別の医療機関の研修医募集定員の調整に当たっては、地域の  

医療機能や医師派遣機能に十分配慮しながら、関係省庁との連携のもと、  

段階的に進めていく必要がある。   

9▼．＿また、臨床研修制度については、大学病院の塑像墜医師数の減少を招  

畳も⊥たニーとかち、現在の一部地域における医師偏在を選盈但呈＿壁土欄  

となって七1るとの指摘がある一方、大学医学部でのみ行われていた医師育  

成を、地域の医療機関において主体的に実施することを検討するきっかけ  

となっているとの評価もあることを踏まえ、地域医療  の実情を  踏まえてモ  

デル坦をとなるよ与な運用がなされている垂剋 地域を踏慕えたモ羊ル等   

についても集約・提示を行うことで周知する必要がある。  
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賢4．臨床研修制度を含む医師量産喜成のあり方   

（1）現状と課題  

医師として必要な基本的知識、態度及  ○ 現在、医師の養成に関しては、   

（以下、「卒前教育」という。）  び技能について学習する「医学部教育」  

将来専門とする分野に  

吐皇墨を坦憂診療能力畳屋庄二之1き＿る＿上臨床  かかわらず㌦般的な診療にお  

～5年程度の専門医資格を取得するための「いわ   研修」、・則般的には3  

ゆる後期研修⊥と順次行われている。   

○ 例えば、卒前教育の充実等と臨床研修の内容を合わせて見直す等、そ  

れぞれの過程を関連させて検討するべきと考える。   

○ 臨床研修必修化と併せて行われたマッチングの導入により、以前と比  

べ違う大学の出身者がゝ＿同じ臨床研修病院里左掌塵鷹において研修を行  

う状況が増えたことから、医学部（特にクリニカルクラークシップ）で  

修得すべき医学知識・技術、臨床研修で修得すべき医学知識・技術を明  

確化し、卒前と卒後の一貫性を担保する、シームレスなシステムの構築  

の重要性が認識された。   

○ 医学生や若手の医堕者に臨床能力重視の傾向が出始めており、大学病  

院も多くの施設で臨床教育を重視する傾向が見え始め、これまで学位、  

大学院など研究至上主義であったとの指摘のある医師義盛脊成のあり方  

に対して．、瞳昼埋鰹剋塵蛙バランスをとる役割を臨床誹修制度は果たし  

ているとの指摘もある一方、研究業績の停滞等の基礎医学の衰退を招く  
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要因であるとの指摘もある。  

（2）今後の対応   

○ 医学部における年 前教育、医師国家試験、臨床研修、いわゆる後期研  

修といった一連の医師養成過程に対する重要性を踏まえ、今後、様々な  

観点から検討されることが望まれる。特に厚生労働省、文部科学省は連  

携・協力し、クリニカル・クラークシップ、医師国家試験、臨床研修制  

度が円滑に繋がるような検討（例えば、クリニカル・クラークシップで  

修得する医掌療知識一技術と臨床研修で修得すべき医掌療知識・技術の  

明確化等）を行うべきである。   

○ 現在、文部科学省においては医学教育モデル・コア・カリキュラム改  

訂に関する恒常的な体制の構築と改訂の検討、厚生労働省においては医  

師国家試験の出題の検討等が行われて基地僻  

臨床研修における到達目標を適時適切に改善するシステムの構築を提言  

しているところであるいるが、このような取組を連携協力して行うため   

の体制皇の整備することが必要等について速やかに検討す べきである。   

○ また、その基本理念から、臨床研修制度において考えることが難しい  

基礎医学振興の方策についても、大学院教育の充実やキャリア形成への  

支援等について文部科学省を中心に十分な検討がなされることが望まし  

い。  
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0 医師としての実践基盤である、科学的な分析能力、思考能力について  

は、すべての医師が身につける  こと、また、生涯に通じて研錯を積むこ  

とが大切であり、臨床研修において  旦【L茎塵堕星空塵遡  検討会などを通  

じ、それらの能力の修得に努めることが必要である。   

より良し＼医師を養成するためには、臨床研修を修了した医師が、大学  圃∴  

病院や地域の医療機関をまわりながら多様な経験を積むなど、さらに適  

り〕にキャノアを重ねる∴とか重要てあり、大字病院や地域の医療槌閂て   

行われか、わゆる後期研修につし、て、その情報を集約し・－一元日勺l‡、堤県モ   

きるような仕組みを検討すべきである。  
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6．その他   

（1）現状と課題  

○ 研修分野やその期間の変更、研修協力施設の追加などプログラムの変  

更は前年の4月30日星空にプログラム変更として申請しなければなら  

ないこと、また、協力型臨床研修病院の増減等の病院群変更について蛙  

も、新規申請として前年の6月30日までに申請しなければならないこ  

と生どから、実情に合わせた柔軟性のある変更を行いにくい、部分的な  

変更についてはもっと柔軟性をもたせるべきとの指摘がある。  

分 類   締 切   内  
容   

新規申請・   6月30日   t新たに匝瑳研修病院となる場合   

病院群変更  ・病院群の構成を変える場合等   

プログラム変更   4月30日   tプログラムの目標、研修分野、分野毎研修期間、   

（病院群変更な  研修を行う病院または施設の変更を行う場合   

し）  」ナー研修協力施設の追加・削除等も該当L   

年次報告   4月30日   ・前年度の年次報告書を研修プログラムと共に提出   

変更届   随時（変更後  一異動に伴う指導医名簿等の変更  

1ケ月以内）  ■研修管理委員会の構成員変更等  

・研修医の処遇の変更等   

○ 医学部生に対して行う臨床研修病院の見学や実習によって医学部の授  

業を欠席する医学生がいることで、医学部教育の円滑な実施が阻害され  

ているとの指摘がある。  
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（2）今後の対応   

○ 病院群の変更や、臨床研修プログラムの変更、堕墜協力施設の変更等  

については、弾力的な運用を行うことがを可能と昼壷＿星う孝一各L里急長  

具体策を検討すべきあるすること壱一事る。併せて、申請手続きや年次報  

告の負担軽減を図る観点から、提出書類の軽減  ても検討すべ   方策十＿jい  

きてある   

○ 医学部生に対して行う臨床研修病院の見学や実習ある上．り五誌塵は、休  

業期間中に行われるようにすることで、医学部教育の円滑な実施を阻害  

しないよう配慮すべきである。  
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7．おわりに  

○ 今回、臨床研修制度の改善・充実方策について検討を重ね、意見の集  

約を行い、現時点において研修の質の向上を図る観点から、関係者から   

の課題の指摘に基づき、具体的な運用面でいくつかの改善点の提言を行   

い、その対応について中長期的な方向性も含め、一定の意見の取りまと   

めを行った。  

が予想されることか  巡る状況は急速に変化すること  ○ 今後も、医療を   

ら、弘皇鎧皇制度の施行状況の検証を行い、必要に応じて検討する必  

貼必要に応じて所要の検討を加え、その結果に基づ   

いて必要な措置を講ずる必要があると考える。  

床 研修が必修化されてから4年旦量迎左⊥‖、艶阜三重垂吐監拉嵐墨  ○ また、臨   

将
 
 

医
 
 

た
 
 

し
 
 

修
 
 

うてある 本制度の下で  修了者も誕生している  とこ  

ような影響  
、 ，当該医師に対してとの  重ねた段階で   来様々なキャリアを   

らどのような評価を受けるかは、  効果をもたらしたか、馳1三上旦ゝ＿国是か  

ニとを、すべての  ればならない重要な課題であるこ  中長期的に検証しなけ  

関係者が認識する必要がある9  
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